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１１－８．ボランティア輸送の検討 

 

１）ボランティア輸送「高齢者お出かけサポート支援事業」 

本年度に実施された各自治会への事業説明会を踏まえて、今後の取り組みや導入検討を行う

ことができる自治会を募集して、運行ルールや運行方法などを検証する「実証実験」の導入を

図ることとなった。 

 

①主な導入方針 

・地域への本事業の導入に際して、実証実験を通じて諸課題などの抽出を図り改善を図る 

・初期導入される車両は、１台で検討し複数の地域がシェリング（共有）して運用する。 

・本事業の導入には、行政および地域（主に自治会）が連携し、運行にともなって発生する 

 車両や燃料費および維持費などは行政負担で行う。 

・白ナンバーで運行されることから、法令に基づく規制やルールなどを遵守して導入する。 

 

許可・登録の手続きが不要な運送（無償：互助活動、運賃収受は不可） 

区分 許認可 ナンバー 協議会 

地域 地域ボランティアによる送迎バス 該当なし 白 
運 行 者 と の

合意が必要 

 ※本編の第６章５「事業モデル．無償ボランティア輸送の導入を検討」を参照 

 

・本年度に実施された「自治会への事業説明会」であげられた次の主な課題については、 

 引き続き課題解決に向けて取り組む。 

 

②主な課題 
 

・ボランティア輸送の確保（地域によって高齢者も農業に従事しており担い手不足） 

・地域で運行管理を実施する人材がいない（受付や手配などの事務的な業務） 

・毎週または一定期間を継続して運行できる体制づくりへの不安 

・１台の車両をシェアリングして利用できる「シェア可能な自治会（または地域単位）」 

 の共用できる活用範囲 など 

 

③引き続き検討を要すること 
 

・無償ボランティアドライバーが前提であることから、担い手が集まらない。 

・法令を遵守しつつ「無償ボランティアドライバー」への可能な手当ができないか。 

・ボランティアポイントの導入で「インセンティブを付与」し、地域住民のボランティ 

 ア参加を活性化できないか。 

・安全対策（講習や保険）や事故やトラブルなどが発生しないよう運行ルールを定め 

 つつ、事故発生時などの対応マニュアルなどの作成を行う。 など 

 

 



④主な導入

 

【前提条件】

・利用者の負担はなし、町内のボランティアドライバーが運行を行う。

・市町村の所有する車両を使用し、運行時の責任は町が負う。

 

（１）初期導入

・車両タイプ：

・バス停設置：

・運 行 方

・運 行 期

・運行時間帯：

・勤 務 形

・勤 務 期

・必要な人材：

        

 

 

（２）初期導入

 ・費用の算出については別途定める

車両の確保

各種の保険加入

広報ツール

燃料や整備費

安全講習

その他

 

主な導入ポイント（骨子案）

【前提条件】 

・利用者の負担はなし、町内のボランティアドライバーが運行を行う。

・市町村の所有する車両を使用し、運行時の責任は町が負う。

（１）初期導入の概要

・車両タイプ： 

・バス停設置： 

運 行 方 式： 

運 行 期 間： 

・運行時間帯： 

勤 務 形 態： 

勤 務 期 間： 

・必要な人材： 

        

）初期導入の費用

・費用の算出については別途定める

費目 

車両の確保 

各種の保険加入 

広報ツール 

燃料や整備費 

安全講習 

その他 

ポイント（骨子案）

・利用者の負担はなし、町内のボランティアドライバーが運行を行う。

・市町村の所有する車両を使用し、運行時の責任は町が負う。

の概要 

 乗車車タイプ（

 ドアツードアなので不要

 地域ボランティアなど

 5 カ月（週

 9:00～18:00

 ボランティア輸送登録者（保険適用対象者）

 6 ヶ月間（運行準備・研修含）

 無償ボランティアドライバー（普通免許１種保持者）

        予約や問い合わせなどを受ける窓口業務の担当者

の費用 

・費用の算出については別途定める

実証実験の期間中はレンタカーを活用（レンタル費用）

 自動車保険やボラティア保険など必要な保険への加入

広報は主に自治会を通じて実施し「利用案内」などを作成

運行によって発生する燃料費および車両整備などの費用

安全に運行される参加ドライバーには安全講習の受講を義務化

実証実験を実施するあたって必要な費用など

ポイント（骨子案） 

・利用者の負担はなし、町内のボランティアドライバーが運行を行う。

・市町村の所有する車両を使用し、運行時の責任は町が負う。

乗車車タイプ（5人乗り）

ドアツードアなので不要

地域ボランティアなど 

6 日運行） 

18:00（9 時間）

ボランティア輸送登録者（保険適用対象者）

ヶ月間（運行準備・研修含）

無償ボランティアドライバー（普通免許１種保持者）

予約や問い合わせなどを受ける窓口業務の担当者

・費用の算出については別途定めることとし、主に発生する費用については次の通り

実証実験の期間中はレンタカーを活用（レンタル費用）

自動車保険やボラティア保険など必要な保険への加入

広報は主に自治会を通じて実施し「利用案内」などを作成

運行によって発生する燃料費および車両整備などの費用

安全に運行される参加ドライバーには安全講習の受講を義務化

実証実験を実施するあたって必要な費用など
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・利用者の負担はなし、町内のボランティアドライバーが運行を行う。

・市町村の所有する車両を使用し、運行時の責任は町が負う。

人乗り） 6 ヶ月間レンタル

ドアツードアなので不要 

 

 

時間） 

ボランティア輸送登録者（保険適用対象者）

ヶ月間（運行準備・研修含） 

無償ボランティアドライバー（普通免許１種保持者）

予約や問い合わせなどを受ける窓口業務の担当者

こととし、主に発生する費用については次の通り

実証実験の期間中はレンタカーを活用（レンタル費用）

自動車保険やボラティア保険など必要な保険への加入

広報は主に自治会を通じて実施し「利用案内」などを作成

運行によって発生する燃料費および車両整備などの費用

安全に運行される参加ドライバーには安全講習の受講を義務化

実証実験を実施するあたって必要な費用など

・利用者の負担はなし、町内のボランティアドライバーが運行を行う。

・市町村の所有する車両を使用し、運行時の責任は町が負う。 

ヶ月間レンタル

ボランティア輸送登録者（保険適用対象者） 

無償ボランティアドライバー（普通免許１種保持者）

予約や問い合わせなどを受ける窓口業務の担当者

こととし、主に発生する費用については次の通り

主な内容

実証実験の期間中はレンタカーを活用（レンタル費用）

自動車保険やボラティア保険など必要な保険への加入

広報は主に自治会を通じて実施し「利用案内」などを作成

運行によって発生する燃料費および車両整備などの費用

安全に運行される参加ドライバーには安全講習の受講を義務化

実証実験を実施するあたって必要な費用など
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・利用者の負担はなし、町内のボランティアドライバーが運行を行う。 

 

ヶ月間レンタル 

 

無償ボランティアドライバー（普通免許１種保持者） 

予約や問い合わせなどを受ける窓口業務の担当者 

こととし、主に発生する費用については次の通り

主な内容 

実証実験の期間中はレンタカーを活用（レンタル費用）

自動車保険やボラティア保険など必要な保険への加入

広報は主に自治会を通じて実施し「利用案内」などを作成

運行によって発生する燃料費および車両整備などの費用

安全に運行される参加ドライバーには安全講習の受講を義務化

実証実験を実施するあたって必要な費用など 
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こととし、主に発生する費用については次の通り 

実証実験の期間中はレンタカーを活用（レンタル費用） 

自動車保険やボラティア保険など必要な保険への加入 

広報は主に自治会を通じて実施し「利用案内」などを作成 

運行によって発生する燃料費および車両整備などの費用 

安全に運行される参加ドライバーには安全講習の受講を義務化

章．住民要望の整理と協議 

 

 

安全に運行される参加ドライバーには安全講習の受講を義務化 
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３）高齢者お出かけサポート支援事業の説明資料（区長へ配布） 

 

 

 

  

  


